
予算のお知らせ2025
年度

当健康保険組合の2025年度予算が2025年2月17日の組合会において、可決
されました。今年度は医療費の動向をはじめ、高額療養費制度の見直しやマイ
ナ保険証への移行に伴う諸費用等を見込んだ予算編成を行いました。

39億824万9千円
　5億134万9千円

健康保険

介護保険
収入支出予算額

■保険料率
被保険者 事業主 合計

健康保険 42／1,000 52／1,000 94／1,000

介護保険 9／1,000 9／1,000 18／1,000

保険料率は変更ありません

●保険料収入
　健康保険組合の収入のほとんどは、みなさんからの
保険料です。2025年度は標準報酬月額の増加等を見込
み、33億円といたしました。
●国庫補助金収入
　高齢者拠出金負担を軽減するための補助金や、国の施
策である特定健診・特定保健指導の補助金などです。

●保険給付費
　みなさんが病気やケガをしたときの医療費、出産や傷
病時の各種手当金は保険給付費から支払われています。
医療費の動向や診療報酬改定の影響、2024年10月施行
の適用拡大による被保険者増等を考慮し、今年度は20
億5千万円を計上しました。みなさんにおかれましても、
今年度もジェネリック医薬品の使用や適正受診等、医療
費の節約にご協力をお願いします。
●保健事業費
　みなさんに提供している健診や各種健康づくり事業等
の費用として、9千百万円を計上しました。昨年度に引き
続き、特定健診・特定保健指導、がん検診等を推進する
とともに、2025年度は重点事業として女性の健康支援、
ロコモ対策、子どもの適正受診に関する情報提供、薬の
重複投薬・多剤投与の適正化等も実施いたします。これ
らの事業は、健康保険組合が国に納めている後期高齢者
支援金を減額するための評価指標にもなっています。 

●各種納付金　
　高齢者の医療費のために国に納付しているもので、総
額14億3千万円を支出します。これは支出の約4割を占め
ており、健保財政を圧迫する大きな要因となっています。
今年度は65～74歳の前期高齢者納付金として5億7千万
円、75歳以上の後期高齢者支援金として8億2千万円支
出しますが、団塊の世代がすべて75歳以上となる2025
年度に突入し、納付金の負担は今後ますます重くなるも
のと予測されます。
　全世代型社会保障の観点から年齢区分をなくし、負担
能力に応じた負担を求める改革が望まれます。

健康保険組合では市区町村に
代わり、40歳以上の人の介護保
険料を徴収し、介護納付金とし
て国に納めています。収入支出
予算額は5億134万9千円となり
ました。

予算の基礎数値
（一般勘定）

被保険者数
平均標準報酬月額
総標準賞与額
平均年齢
扶養率
前期高齢者加入率

5,800人
440,387円
5,273,200千円
47.65歳
0.79人
5.13485%

保険給付費
みなさんの医療費や
各種手当金のための
支出です。

1人あたりの
支出を内訳で

見ると…

その他
56,356円　

保健事業費
15,847円　

保険給付費
354,340円　

納付金
247,293円　

健康保険収入  3,324,237千円 85.0%
会社とみなさんが納めた保険料です。

介護保険収入　481,193千円

保険給付費  2,055,174千円 52.6%

介護納付金　437,365千円

納付金  1,434,298千円 36.7%

財政調整事業交付金　38,404千円 1.0%
国庫補助金収入　1,542千円 0.0%
調整保険料収入　45,959千円 1.2%

保健事業費　91,910千円 2.3%
財政調整事業拠出金　45,959千円 1.2%
予備費　100,000千円 2.6%
事務費　180,908千円 4.6%

繰入金　448,886千円 11.5%
雑収入　49,221千円 1.3%

主な収入収入

主な支出支出

※�健康保険は
　調整保険料率
　1.28／1,000を含む

一般勘定

介護勘定

収入収入

収入収入

支出支出

支出支出

積立金　23,861千円
還付金　123千円

雑収入　20,156千円

予備費等　40,000千円

納付金
高齢者医療制度を
支えるための費用で
義務的経費として国
  に納めています。

保健事業費
健診等、みなさんの
健康を守るための　
支出です。

1人あたりの
支出合計

673,836円

2025年度実施の 主な改正 について

【2025年4月】
●�後期高齢者支援金の加算・減算制度の総合評価指標の
　見直し
（ロコモ対策、性差に応じた健康支援等）
●�入院時の食費の基準の見直し
（入院時食事療養費 : 490円→510円/1食）

【2025年12月】
●�12月1日で発行済み保険
証の有効期間終了、マイナ
保険証を基本とする
しくみへ完全移行


